[bookmark: _83mt5l7vaxah]贈与税申告業務委託契約書

●●（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」という。）は、贈与税申告業務の委託に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _wgq7bcwxk73z]第1条（目的）
本契約は、甲が乙に対し贈与税申告に関する業務を委託し、乙がこれを受託するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

[bookmark: _t6og3w4havk]第2条（業務内容）
乙は、甲からの委託に基づき、以下の業務（以下「本業務」という。）を遂行する。
1　贈与税申告書の作成
2　財産評価に関する助言及び計算
3　必要書類の整理及び確認
4　税務署への申告手続（電子申告を含む）
5　その他前各号に付随関連する業務

[bookmark: _8qw50glv7103]第3条（業務遂行の原則）
1　乙は、税理士法その他関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行する。
2　乙は、専門的知見に基づき、甲に対し必要な説明及び助言を行うものとする。

[bookmark: _af9u8tng0vnn]第4条（甲の協力義務）
1　甲は、本業務の遂行に必要な資料及び情報を、正確かつ適時に乙へ提供する。
2　甲は、提供した資料に虚偽又は重大な欠落があった場合、その責任を負う。
3　乙は、甲からの資料提供が不十分である場合、本業務の履行を一時停止できる。

[bookmark: _zbqfms3pcrq9]第5条（報酬）
1　甲は乙に対し、本業務の対価として、別途定める報酬を支払う。
2　報酬の支払時期及び方法は、別途合意による。
3　追加業務が発生した場合、甲乙協議のうえ追加報酬を定める。

[bookmark: _zca9nmtnqc0v]第6条（費用負担）
本業務の遂行に必要な実費（登記簿取得費、証明書発行費用、郵送費等）は、甲の負担とする。

[bookmark: _yitgoovuezgp]第7条（再委託）
乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。この場合、乙は当該第三者の行為について責任を負う。

[bookmark: _bc34yxlxyhmu]第8条（秘密保持）
1　乙は、本業務に関連して知り得た甲の情報を第三者に漏えいしてはならない。
2　本条の義務は、本契約終了後も存続する。

[bookmark: _bvpbvvah157f]第9条（個人情報の取扱い）
1　乙は、個人情報保護法を遵守し、甲の個人情報を適切に管理する。
2　乙は、本業務の目的以外に個人情報を利用してはならない。

[bookmark: _ba6dvsikl7ey]第10条（申告内容の責任）
1　申告内容は、甲から提供された資料及び情報に基づき作成される。
2　提供資料の不備・誤りに起因する税務上の不利益について、乙は責任を負わない。

[bookmark: _nlp3ihce7hrw]第11条（免責）
1　乙は、税務当局の判断変更、法改正、解釈の変更等により生じた不利益について責任を負わない。
2　乙の責任は、故意又は重過失がある場合を除き、受領済報酬額を上限とする。

[bookmark: _tkmj7opqahw2]第12条（契約期間）
本契約の有効期間は、契約締結日から当該贈与税申告業務の完了日までとする。

[bookmark: _t8gtnhrw7a8m]第13条（契約解除）
1　甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合、相当期間を定めて是正を求め、是正されないときは本契約を解除できる。
2　甲は、いつでも書面により本契約を解除できる。ただし、既に着手した業務に関する報酬は支払うものとする。

[bookmark: _ueyilacpyn6o]第14条（損害賠償）
甲及び乙は、本契約違反により相手方に損害を与えた場合、これを賠償する。

[bookmark: _yzkb2gjl4jf1]第15条（反社会的勢力の排除）
甲及び乙は、自ら及び関係者が反社会的勢力に該当しないことを保証し、違反した場合は何らの催告なく契約を解除できる。

[bookmark: _hhxi7yqoaqn8]第16条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し解決する。

[bookmark: _gcici63wzldj]第17条（準拠法・管轄）
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[bookmark: _1r9m93x1kv9i]第18条（契約書の作成）
本契約書は2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

●●年●月●日

甲：
住所：
名称：
代表者：

乙：
住所：
名称：
代表者：

